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令和５年度社会福祉協議会事業計画 

 

 

 

 

『支え合い 笑顔あふれる まちづくり』～地域共生社会の実現に向けて～ 

 新型コロナウイルスの発生から３年、これまでに多くの方の命や家庭、仕事が奪われ、社会

システムが破壊され、生活困窮者が急激に増加するなど日常生活は一変しました。未だに多く

の方が感染する中、日常生活は人々の知恵や努力、また新たな社会システムの構築などにより

徐々に前に進みつつあります。多くの方が利用した生活困窮者への特例貸付制度は昨年度で終

了しましたが、依然として経済的な困窮状態にある方、コロナウイルスをはじめ様々な理由に

より心身の不調が続く方など生活に苦しむ方は数多く存在しています。この状況の一刻も早い

終息と国・自治体・企業等による社会の立て直しを強く望むとともに、私共を含めた福祉に携

わる者は、協力してできる限りの力をもって人々の疲弊感や不安感を払拭し、誰もが笑顔で生

きがいを持って暮らしていける地域づくりに邁進していく必要があります。 

コロナウイルス発生以降、本会も地域支援や福祉サービス提供などの機会が減少し活動の停

滞感がありますが、閉塞する時代であるからこそ社会福祉協議会の存在意義があると認識し、

コロナ禍における事業を模索する中で、昨年度関係機関のご理解ご協力をいただき３年ぶりに

健康・福祉すこやかフェスティバルを開催しました。当日は開催を待ち望んでおられた市民や

関係者の参加により大変賑わい、コロナ禍の事業のあり方を認識するきっかけになりました。 

 こうした福祉活動に対して多くの方の理解は得られてはいるものの、地域での集まりや活動

はコロナ感染拡大防止を理由に縮小し、支え合いの基盤は弱まってきています。その改善に

は、人々が住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう支え合い、地域をともに創ってい

く地域共生社会の実現が重要で、社会福祉協議会はそれを推進する中核として、市や関係機関

と連携を図り、活動を展開していかなくてはなりません。 

今年度は、その役割を果たすにあたり、第３期地域福祉活動計画で掲げた基本理念「支え合

い笑顔あふれる まちづくり」の下、「地域のつながりづくり」「地域の支え合いづくり」「地域

の担い手づくり」の３つの基本目標達成に取り組みます。計画は今年度が最終年度で目標達成

とともに次期の計画に繋げていくことが重要であり、特に３年間地域活動が停滞し地域の繋が

りが弱くなっている現状を課題と捉え、地区社協の活動支援や支え合いの仕組みづくりを地域

の方とともに進めます。また、本年２月にトルコで発生した大地震により多くの建物が倒壊

し、隣国も含め５万人を超える多くの方が亡くなられる災害を目の当たりにしました。災害時

のボランティア活動支援体制の確立は日頃から重点事項としていますが、その拡充にも努めま

す。その他各目標はＳＤＧsの視点を考慮し定めており、その推進に努めます。 

ウィズコロナ・アフターコロナの新しい時代となる中、令和５年度の重点目標を次のとおり

定め、美濃加茂市における地域共生社会の実現に向けて積極的に活動してまいります。 

◇基本方針                                    
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１．地域共生社会の実現に向けた美濃加茂市地域福祉活動計画の着実な推進 

 

２．地区社会福祉協議会（支部社協）の支援と連携強化 

 

３．生活支援体制整備事業の推進と拡充 

 

４．経済的困窮や社会的孤立など要支援者への支援の充実強化 

 

５．災害時におけるボランティア活動支援体制の整備 

 

６．ＳＤＧｓ達成に向けた取り組みと推進 

 

７．質や満足度の高い福祉サービスの提供と安定的な収入確保 

 

  

◇重点目標                                    
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《法人本部拠点区分》 

1．法人運営事業 

 

（１）法人運営事業 （101,894千円） 

社会福祉協議会の事業が円滑かつ安定的に行えるよう、理事会や評議員会に諮りなが

ら法人の運営を行います。また、地域福祉活動の充実を図るため、財源となる一般会費

や特別会費の募集を実施します。 

 

 

２．法人活動推進事業 

 

（１）支部社協等支援事業 （6,153千円）  

見守り活動など地域福祉活動の推進のため、各社会福祉協議会支部を中心として、地

域住民や地域ボランティア及び関係団体との連携を構築し、地域の福祉力向上を図りま

す。また、市営前平霊苑にある無縁仏の供養や清掃を行います。 

 

（２）ふれあい・いきいきサロン事業 （6,397千円）  

高齢者の健康増進を目指し、共に支え合う地域づくりを推進するために、地域交流の

場である「ふれあい・いきいきサロン」「ふれあいミニサロン」の活動を支援します。 

 

 

 

（３）フェスティバル事業 （1,070千円） 

     健康や福祉に対する市民への啓発・普及及び社会福祉協議会の役割や使命を周知する 

ことを目的に『健康・福祉すこやかフェスティバル』（令和５年１０月２１日予定） 

を開催します。 

       

（４）福祉大会事業 （200千円）  

社会福祉大会を開催し、地域福祉活動等に功績のあった個人や団体を表彰します。 

（森山団地サロン）  
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（５）福祉機器等貸出事業 （250千円）  

     病気やケガなどで一時的に必要な方に車椅子を貸し出します。 

また、地域行事等の充実を図るため、綿菓子機、ポップコーン機等の機器を貸し出し

ます。 

 

（６）ボランティアセンター活動事業 （785千円）  

     ボランティア活動を推進するため、ボランティア団体への助成金交付や、ボランティ

ア養成講座等を開催します。また、災害ボランティアセンターの設置訓練を行い、発災

時に迅速な対応ができる体制を構築します。 

    

（７）子ども食堂事業 （100千円）  

     市民やボランティアが中心となって開設されている子ども食堂に対して、市民や企業

等からの寄付食材の提供や助成金交付を行い、活動が継続できるよう支援します。 

  

（８）ひとり親家庭支援事業 （280千円）  

     ひとり親家庭を対象に、新たなつながりと交流の機会を創出することを目的として、

親子で参加できる交流会を開催します。 

    

（９）広報誌等広報事業 （1,464千円）  

社会福祉協議会の事業や活動に関する情報をホームページやＳＮＳ、広報誌等で積極

的に発信することにより、市民の地域福祉活動への参加を促進します。 

 

（10）福祉教育事業 （80千円） 

      小中学生、高校生を対象に福祉教育を実施し、福祉やボランティア活動に対する意欲

や関心を高めます。 

     また、高齢者疑似体験セット、車椅子、点字器など福祉用具の学校への貸し出しや、

福祉出前講座を行います。 

（社会福祉大会）  
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（11）歳末たすけあい事業 （884千円）  

        歳末たすけあい募金を財源に、新たな年を迎える時期に民生委員等の協力のもと、支

援を必要とする世帯等に見舞品や食料品等を届け、地域で安心して暮らすことができる

よう支援します。 

    

（12）社会福祉法人連携事業 （133千円） 

     市内の社会福祉法人と連携して、フードドライブ等の公益的な事業に取り組みます。 

  

（13）地域のつながりづくり事業 （178千円） 

地域住民が気兼ねなく寄り合える地域の居場所をつくり、介護予防や社会参加を支援

します。 

   

（14）地域福祉活動計画策定事業 （700千円） 

    美濃加茂市が策定する地域福祉計画に合わせ、民間としての立場から補完、実践する

地域福祉の活動・行動計画（令和６年度～10年度までの５か年計画）を策定します。 

 

（15）福祉車両貸出事業 （650千円）  

     障がい者や要介護者等の外出を支援することを目的に、車椅子のまま乗車できるスロ

ープ付きの福祉車両を貸し出します。 

 

（16）緊急食料支援事業 （190千円）  

失業等の予測できない事由により、緊急かつ一時的に生活困窮となった世帯に対 し、

食料品を配付して生活の安定を支援します。また、市民や企業から寄付される食品を生活

に困窮された方などに無料で配付するフードパントリーを行います。 

 

 

３．総合福祉会館運営事業 

 

（１）福祉会館管理運営事業 （47,796千円）  

高齢者、障がい者、乳幼児及び保護者、ひとり親家庭等のふれあいの場及びボランテ

ィア等の福祉活動拠点として、市民福祉の向上に寄与するよう総合福祉会館の管理・運

営を行います。また、健康コーナーに看護師を配置し、健康に関する相談や血圧測定等

を行うことで高齢者の健康管理を支援するとともに、高齢者の健康増進や仲間づくりを

目的として各種健康教室を開催します。 
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（２）喫茶コーナー運営事業 （7,039千円）  

 総合福祉会館の利便性をより高めるために、総合福祉会館内にある喫茶コーナー「む

くの木」を運営し、飲食物を提供します。 

 

 

４．美濃加茂市受託事業 

 

（１）いきいきボランティア事業 （8,703千円） 

     高齢者の介護予防と生き甲斐づくりを目的に、介護施設等で行うボランティア活動を

コーディネートし、その活動に応じてＭｅｗカードと交換できるポイントを付与するこ

とで、市民相互の支え合い活動を支援します。 

 

（２）学習支援事業 （5,084千円） 

      ひとり親家庭の児童・生徒を対象に、学力や生活習慣の向上のため、ボランティアや

大学生等と協働して気軽に参加できる学習の機会及び居場所を提供します。 

 

（３）弁護士相談事業 （2,802千円） 

日常生活での法律に関わる問題に弁護士が無料で相談に応じて、問題解決に向けての

助言を行います。 

 

（４）結婚相談事業 （2,720千円） 

     結婚を希望している男女の出会いを創出し、結婚につなげるための支援を行います。 

 

（５）生活支援コーディネーター事業 （14,875千円） 

     高齢者や障がい者をはじめ、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう生活

支援コーディネーターを配置し、生活支援・介護予防の体制づくりを支援します。 

    

 

） 

（健康コーナー 健康相談 ）  



 7 

 

（下米田地区地域見守り会議） 

 

（６）日赤事務支援事業 （523千円） 

         日本赤十字社美濃加茂市地区の事務を担い、義援金及び社資の受付、赤十字奉仕団の 

活動支援を行います。 

 

（７）権利擁護支援センター運営事業 （7,626千円） 

判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者等の地域での権

利擁護体制を構築するとともに、成年後見制度の利用や後見人等の支援を行います。 

 

 

５．県社協受託事業 

 

（１）日常生活自立支援事業 （4,350千円） 

判断能力が不十分な高齢者、障がい者などを対象に、福祉サービスの利用援助や日常

的な金銭管理等の支援を行います。 

 

（２）貸付金事業 （7,674千円）  

低所得者・障がい者・高齢者世帯等を対象に、資金の貸付を通じて経済的な自立や在

宅福祉の向上を図り、地域で安定した生活が過ごせるよう支援します。 

 

 

６．生活困窮者支援事業 

 

（１）生活困窮者自立相談支援事業 （17,870千円） 

生活に関する困りごとの相談を受け止め、相談者の状態に応じて、利用できる制度の

紹介や利用に向けての支援、専門機関窓口への同行などを行います。 
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（２）生活困窮者家計改善支援事業 （13,110千円） 

      家計状況の可視化により、相談者の抱えている課題を把握し、滞納の解消、借金返済

のための専門家への同行、先の見通しを立てる計画設計などを行い、相談者が自ら家計

を管理できるよう支援します。 

 

（３）生活困窮者就労準備支援事業 （7,972千円） 

      様々な理由で直ちに就労することが困難な方を対象に、就労に向けた準備として、地

域活動の参加や本人の趣味・特技を活かした活動等を通じて、就労に必要なスキルを身

につけられるよう支援します。 

  

 

 

（４）重層的支援体制整備移行準備事業 （10,237千円） 

     高齢・障がい・児童・生活困窮等の領域に設置されている相談支援機関のネットワー

クを構築し、複合的かつ複雑化している「困りごと」に対応する体制を整備します。ま

た専門職の人材育成や技術向上のため、研修会を実施します。 

 

 

《総合相談センター拠点区分》 

７．居宅支援・総合相談所事業 

 

（１）居宅介護支援事業 （34,068千円）  

要介護認定を受けた方が、介護サービスを適切に利用できるように、本人の心身の状

況や居住環境、家族の希望等を考慮し、ケアプラン（居宅サービス計画書）を作成しま

す。 

 

（２）総合相談センター運営事業 （34,764千円）  

     高齢者、障がい者の相談支援事業を総合的に実施し、センター施設を適切に管理・運

営します。 

 

（芋掘り体験）  （コミュニティカフェ）  
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８．訪問介護事業 

 

（１）高齢者訪問介護事業 （30,608千円） 

      介護保険法におけるホームヘルパーの派遣により、利用者が自宅で安心して生活でき

るよう支援します。 

 

（２）障がい者居宅介護等事業 （22,099千円） 

    障害者総合支援法におけるホームヘルパーの派遣により、利用者が自宅で安心して生

活できるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．障がい者相談支援事業 

 

（１）基幹相談支援センター事業 （14,089千円）  

地域の相談支援体制強化への取組みを行うとともに、障がい児者やその家族等からの

様々な相談に応じます。 

 

（２）計画相談・認定調査等事業 （26,454千円）  

 障がい者福祉サービスを利用される方が適切に利用できるよう、サービス等利用計画

や障がい児支援利用計画の作成、障害支援区分の認定調査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

（ホームヘルパーの介護技術研修） 

 

 

  

（相談の様子）  
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《ひまわりの家拠点区分》 

１０．障がい者多機能型事業 

 

（１）障がい者就労継続支援事業 （24,780千円） 

     指定障害福祉サービスにおける就労継続支援Ｂ型事業として、一般就労が困難な利用

者に対し、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、就労の機会や生産活

動を通じて、知識及び能力向上のために必要な支援を行います。 

  

 

 

（２）障がい者生活介護事業 （19,983千円） 

指定障害福祉サービスにおける生活介護事業として、障がいの重い利用者が自立した

日常生活や社会生活を営むことができるよう、日常生活上の支援や生産活動等の支援を

行います。 

 

 

《その他》 

１１．その他 

 

（１）岐阜県共同募金会美濃加茂市支会運営事業 

赤い羽根募金・歳末たすけあい募金を実施し、協力いただいた募金を財源に民間社会

福祉施設整備事業や社会福祉関係団体へ助成することで、社会福祉を目的とする活動を

幅広く支援し、地域福祉の推進を図ります。 

 

（美濃太田駅周辺の清掃作業） 

  

（ゴム製品のバリ取り作業） 

  


